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◆はじめに◆ 
 
平時において排泄物は、トイレを通して汚水処理施設に運ばれて、適切に処理され、臭

気や害虫の発生・侵入を抑えることができる。 

 

ひとたび災害が発生し、水洗トイレが機能しなくなると、排泄物の処理が滞る。そのた

めに、排泄物における細菌により、感染症や害虫の発生が引き起こされる。また、避難所

等において、トイレが不衛生であるために不快な思いをする被災者が増え、その上、トイ

レの使用がためらわれることによって、排泄を我慢することが、水分や食品摂取を控える

ことにつながり、被災者においては栄養状態の悪化や脱水症状、静脈血栓塞栓症（エコノ

ミークラス症候群）等の健康障害を引き起こすおそれが生じる。 

 

避難所の施設によっては、和式便器のトイレが多く、また仮設トイレにも和式便器が多

いことにより、足腰の弱い高齢者や車いす使用の身体障害者にとっては、トイレの使用が

極度に困難となる。また、おむつ等の確保も課題となり、脆弱性の高い人たちにとっては、

衛生環境の悪化は生命に関わる問題となりうる。 

 

このように、トイレの課題は、多くの健康被害と衛生環境の悪化をもたらし、同時に不

快な思いをする被災者を増やすことになり、人としての尊厳が傷つけられることにもつな

がる。被災者支援の中で、避難生活におけるトイレの課題は、今まで以上に強い問題意識

をもって捉えられるべきである。 

 

トイレの課題は市町村（特別区を含む、以下同じ。）における関係部局の連携により、

事前の取り組みが進められるべきである。本ガイドラインは、避難生活を支援する行政が

取り組むべき事項のうち、トイレの確保と管理に関して指針を示すものである。本ガイド

ラインに沿って、適切な仕組みを整えることが求められる。また、市町村においては、本

ガイドラインを参考に災害時のトイレの確保・管理計画を作成し、その計画を実効性のあ

るものとするため、地域防災計画等に反映させることが求められる。 
本ガイドラインに沿った準備と対応が進み、過去の災害において発生したトイレの劣悪

な環境が改善されることを強く期待する。 
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※糞口感染：手洗いを全くしない等の不潔な行為によって、腸管出血性大腸菌やウィルス等を含んだ便
が、手や指を介して口に入ることによって感染すること。 

３日以内

34%

4～7日

17%

8～14日

28%

15～30日
7%

1ヶ月以上

14%

仮設トイレが来ない～仮設トイレが被災地の避難所に行き渡るまでに要した日数～ 

 東日本大震災で起きたこと  

3 日以内と回答した自
治体はわずか34％ 

（アンケート調査） 
○実施：名古屋大学エコトピア科学研究所 
    岡山朋子 
○協力：日本トイレ研究所 
○回答：29自治体（岩手県、宮城県、福

島県の特定被災地方公共団体） 

仮設トイレが到着するまで
の間、避難所生活者のため
に作られた素掘りのトイレ 
写真：日本トイレ研究所 

4 日以上 
要した 

最も日数を要した自治
体は 65日であった。 

トイレ機能の停止の影響 

発災 
ライフライン 

停止 

 作成：日本トイレ研究所 

飲まない・食べない 

トイレ環境の悪化 
臭い、汚い、暗い、怖い、寒い、遠い、男女共用 
数が少ない、段差がある、プライバシーがない等 

感染源 
（ウィルス保持者） 

（食中毒） 

糞口感染 ※ 

体力・免疫力の低下 
体調不良 

 

健康障害、震災関連死等 

水洗トイレ機能の停止 

下痢・嘔吐・伝播 
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Ⅰ．現状と課題 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

14

13

11

10

9

8

6

4

2

1

高齢者、障がい者の使用が容易

設置が容易

輸送・移動が容易

女性・子どもの使用が容易

処分が容易

使用時に臭気の発生が少ない

操作や使用方法が容易

備蓄場所をとらない

軽量である

その他

設置場所をとらない

東日本大震災 

災害時には、仮設トイレがすぐに避難所に届くとは限らず、避難者数に比べてトイレの個

数が不足することがありうる。平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災においては、

発災から数日間で、トイレが排泄物の山になり、劣悪な衛生状態となったところも少なくな

い。 

 また、トイレの設置場所が暗い、和式トイレである、段差がある等の問題により、高齢者、

障害者、女性、子供等にとって使用しにくいものもあった。 

このことから、トイレの使用を減らすために水分や食事を控えることとなり、 被災者の

心身の機能の低下や様々な疾患の発生・悪化が見られた。  
 

震災後における避難所等のトイレ 

 災害時の避難所におけるトイレをめぐる問題点 1 

水が流れないトイレを使用したら、あっという間に便器内は大小便の山となってしまう。 
東日本大震災で津波被害に遭った地域ではこのようなトイレが数多く見られ、到底使用出来る状況ではなかった。 

阪神･淡路大震災 

災害用トイレに対する要望 

災害用トイレに対する要望として、最も多くあげられたのが「高齢者、
障害者の使用が容易」「設置が容易」であった。また、「女性、子どもの
使用が容易」という要望も 4番目に多かった。       

調査：日本トイレ研究所「災害用トイレ・衛生環境に関する 
   アンケート調査 2012年」   （回答：29自治体） 

仮設トイレの多くは和式トイレ 
止むを得ずイスの座面をくり抜いて応急
的に工夫した事例（↓写真） 

高齢者、障害者の使用が容易 
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過去の災害時の状況 
１．阪神・淡路大震災（平成7年1月17日発生） 

状
況 

・道路網の分断や極度の交通渋滞により、他都市等から提供された災害用トイレの設置に手間
取った。 

・神戸市内の水洗化率（下水道接続率）が約97％と高く、バキューム車の保有台数が20台程度
であったため、し尿の汲み取り体制が不十分であった。 

・直後の市町村の災害対応においては、水、食料、毛布、医薬品の確保が優先された。トイレ
の対応は後回しとなり、避難所に災害用トイレが設置されたのは早いところでも3日目以降と
なり、中には11日目に設置されたという事例もあった。 

２．新潟中越地震（平成16年10月23日発生） 

状
況 

・災害用トイレは100人に1基の割合では、数が足りないという苦情が多くあった。 
・トイレが不安で水を飲むことを控えたとする人は小千谷市で33.3％、川口町で13.8％にのぼ
った。 

・死者60人のうち半数近くが関連死といわれている。ストレスや不眠、集団生活による感染症
等も原因と考えられる。トイレを我慢したことも一因となっている。 

３．新潟中越沖地震（平成19年7月16日発生） 

状
況 

・新潟中越地震（H16.10.23）で被害を受けて修繕した下水道（管渠やマンホール）は損壊が
なく、その時に被害を受けていない下水道の損壊が多かった。 

・発災直後に職員が駆けつけ、水洗トイレの利用を禁止し、備蓄してあった簡易トイレ・携帯
トイレ、そして消毒液とウェットティッシュの利用を指示した。このような素早い対応は効
果的であった。 

４．東日本大震災（平成23年3月11日発生） 

状
況 

 
・発災当初は寒さが厳しく、屋外に設置され
た災害用トイレの使用は困難であった。 

 
 
 
 
 
 
・トイレの数もバキューム車も不足していた
ため、汲み取り式のトイレが多数使用不可
能になった。 

 
 
 
 
 
 
 
・組立トイレとセットで使うテントは、備蓄や持ち運びが容易であるが、屋外に設置した場合
強風により転倒した例が多数あった。 

 
（出典）「避難所等におけるトイレ対策の手引き」（兵庫県）  

屋外に設置された 
災害用トイレ 

汲み取り型のトイレ
（仙台市） 

汲み取り作業の様子（仙台市） 


